特定非営利活動法人
静岡県建築物安全確保支援協会
建築物調査業務約款
　建築物調査申請者（以下「甲」という。）及び特定非営利活動法人 静岡県建築物安全確保支援協会（以下「乙」という。）は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「法」という。）に基づいて乙が行う建築物調査業務に関して、この約款に定められた事項を内容とする契約（以下「この契約」という。）を履行する。
（総則）

第1条　この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が申請書を受理し、建築物調査業務引受承諾書を交付した日をもって、締結がなされたものとし、乙は、法及び乙の建築物調査業務規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、第4条に規定する業務期日までに調査業務を行うものとする。
　　２　乙は、建築物調査の結果、対象建築物のエネルギーの効率的利用のための措置の維持保全の状況が、法第73条第1項に規定する判断の基準に適合している場合には、甲に対して速やかに「適合書」を交付し、所管行政庁に対して「建築物調査結果報告書」を提出する。また、適合すると認められない場合は、甲に対して不適合の理由等を記載した「不適合理由書」を送付する。
（申請手続き）

第2条　甲は、建築物調査申請書を乙へ提出する。甲は、乙の求めに応じ、建築物調査のために必要な情報を乙に提供し、又は提供に協力しなければならない。
　　２　甲は、申請関係図書に関して不備又は変更があるときは速やかに申請関係図書の修正又はその他必要な措置をとらなければならない。

（対象建築物への立ち入り）

第3条　甲は、乙の調査員（調査員を補助する者を含む。）が対象となる建築物及びその敷地に立ち入ることに協力しなければならない。
（業務期日）
第4条　乙の業務期日（適合書を交付し、または適合書を交付できない旨を通知する日をいう。以下、同じ）は、建築物調査引受承諾書に記載の日とする。
　　２　乙は、業務期日までに本件業務を完了することができないことが明らかになった場合には、遅滞なく甲に対してその理由を明示して通知しなければならない。この場合には業務期日の延長その他必要な事項について甲乙協議の上定めるものとする。
（調査料金の請求・支払）
第5条　建築物調査にかかる調査料金は別表のとおりとする。
　　２　乙は、甲が提出した建築物調査申請書及び必要書類を確認の上、調査可能と判断した場合、甲に対して建築物調査業務引受承諾書兼請求書を発行する。甲は、請求書に記載された期日（以下「支払期日」という。）までに、調査料金を納入しなければならない。支払期日は、建築物現地調査日の5日前までとする。
（甲の解除権）

第6条　甲は、乙が、正当な理由がなく、業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかである場合には、乙に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
　　２　前項のほか、乙による建築物調査が行われるまで、乙に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。

　　３　第1項に基づく契約の解除である場合、甲は、第5条に定める調査料金を既に支払っているときは、この返還を乙に請求でき、また、甲に損害が生じたときは、その賠償を乙に請求することができる。
（乙の解除権）

第7条　乙は、第2条、第3条に規定する建築物調査のために必要な甲の協力が得られない場合、及び甲が建築物調査料金を正当な理由なく支払期日までに支払わない場合、その他甲に帰すべき事由が生じた場合においては、甲に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
　　２　前項の規定によって契約を解除した場合、乙は、第5条に定める調査料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また、当該調査料金が未だ支払われていないときは、この支払いを甲に請求することができる。

３　第1項の契約解除において、乙に損害が生じたときは、その賠償を甲に請求することができる。
（乙の免責）

第8条　当該契約は、乙が建築物調査の対象となる建築物の建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではない。
　　２　当該契約は、乙が建築物調査の対象となる建築物におけるエネルギーの効率的な利用のための性能について保証するものではない。
　　３　乙は、甲の建築物調査提出図書に虚偽がある場合、又は乙に帰することができない事由により、適切な建築物調査を行うことができなかった場合においては、建築物調査の結果について責任を負わない。
（秘密の保持）

第9条　乙は、この契約に定める建築物調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合、または所管行政庁から説明等を求められたときはこの限りでない。

（別途協議）
第10条　この契約に定めがない事項及びこの契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り、協議の上でこれを定めるものとする。
（附則）

この約款は、平成22年4月1日より施行する。
（別表）

建築物調査料金
この契約における建築物調査料金（標準料金）は、次表のとおりとする。

	建築物の用途／規模
	5,000㎡以下の場合
	5,000㎡を超える場合
	備　考

	共同住宅
	　４２，０００円
	４２，０００円＋1,000㎡毎に４，２００円を加算
	料金は、消費税を

含みます。

	その他の建築物
	　８４，０００円
	８４，０００円＋1,000㎡毎に８，４００円を加算
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